
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（業務名称）　　　モルドバ国医療機材維持管理能力強化向け機材
（公告/公示日：2023年11月16日／公告番号：23a00289）について、以下のとおり回答いたします。 2023/12/4

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長（契約担当）

通番 該当頁 該当項目 質問 回答

1 輸送リスト 仕向地渡し (現地調達) 現地調達機材については、VATを含めた価格でオファーするという理解で問題ないか。 ご理解の通りです。

2 P 28, 30
解剖病理切り出し台
タイプ：2ユーザー

Laboratory seat (1台/台)
2ユーザー向けの製品であるが、Laboratory seatは1台分のオファーで問題ないか。 Laboraty seatは1台分のオファーにて問題ございません。

3
入札説明書

 p4
１２ 入札方法等（３）

海上貨物保険料について、本案件は定額計上とされていますが、何か理由はあるのでしょ
うか。

以前までの高額機材調達案件では、落札後にJICA特約締結保険会社より
見積を取って頂き、契約時に「落札額」+「海上貨物保険料（見積額）」
＝契約締結額としておりました。
契約手続きの迅速化・合理化の観点から、本年11月1日以降に公告してい
る海外向け機材調達案件に関しては、入札時に定額計上額の保険料を含
めて応札するように変更し、入札説明書にもそのように記載しておりま
す。また、契約書上でも、この定額計上の保険料を契約締結額に含める
ことになります。
契約締結後の船積み前までに、特約締結保険会社宛に見積もり依頼して
頂き、機材代金お支払時に保険料を実費精算といたします。
また、本案件の保険料50.000円については、本案件の「船積渡し（本邦
出荷）分」となります。「仕向地渡し」の保険は任意となっております
ので、受注者様の責任でご対応お願いします。
また、今後も高額機材案件は同様の対応となりますが、定額保険料の金
額は案件ごとに変更しますのでご留意ください。

4 輸送リスト
仕向地渡し（イタリアから陸

送）
輸送リスト機材No.10、11について「イタリアから陸送」という記載があるが、これはイ

タリアからの陸送に限定されるという意味か？

輸送リスト内に記載のある「仕向地渡し（イタリアから陸送）」は、あ
くまで出荷国の「参考」であり、限定ではありません。
他欧州国からの出荷が可能な場合には、そちらでも問題ございません。
また、機材番号１（ドイツから陸送）、機材番号６（スペインから陸
送）についても同様です。

質問回答書


